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ホットライン設置のお知らせ 

  

 当委員会は、株式会社トーシンホールディングス（以下「会社」といいます。）により

設置された第三者委員会で、移動体通信関連事業における代理店向けの端末販売等の売上

高の過大計上等に関する調査等を行っています。 

 この度、上記調査の一環として当委員会専用のホットライン（通報窓口）を開設し、社

内、社外問わず、従業員や関係者の方々から広く情報のご提供をお願いすることとしまし

たのでお知らせいたします。 

 本事案に関連する事情等、その他の会社に関する不適切な会計処理（移動体通信関連事

業に限らず、不動産事業、リゾート事業、その他事業に関する事項も含みます。）につい

て、些細な情報でも構いませんので、ご存じのことがあればお知らせいただければ幸いで

す。 

 

第三者委員会専用のホットライン toshin_hotline@sk-partners.jp 

 

· このホットラインに頂いた情報は、当委員会に直接送信され、当委員会内（補助者を

含む。以下同じ。）で調査のために利用されます。どなたがどのような情報を提供し

たかについては、当委員会内で厳重に管理し、提供者の承諾なく、各情報を会社の役

員、従業員その他の関係者が閲覧したり、当委員会から提供したりすることはありま

せん。 

· いただいた情報については、当委員会の調査に有効に活用させていただきます。ま

た、ご回答内容について当委員会から直接にご連絡を差し上げる場合がありますの

で、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

· ご提供いただいた情報は当委員会が作成する調査報告書の中で紹介することもあり得

ますが、その際には必ず匿名化されます。情報提供にあたっては、事実関係について



当委員会で確認させていただく場合がありますので、できる限り実名をもってお願い

いたします。匿名でも受付は可能ですが、事実関係の確認ができない等の理由によ

り、ご提供いただいた情報を当委員会として確認することができない場合があります

ので、ご了承ください。また、いただいた情報の内容等により、その情報を当委員会

として取り上げることのできない場合があります。 

· 当委員会の調査に関するご要望やご質問には個別にお答えすることはできませんの

で、予めご了承ください。 

· ホットラインにおいて受領した個人情報は、責任をもって管理し、第三者委員会によ

る調査のためにのみ使用し、それ以外の目的で使用することはありません。第三者に

開示・提供する必要がある場合は、法令等により開示を認められた場合を除き、事前

の承諾を得た上で開示・提供いたします。その他、個人情報の取扱いにつきまして

は、下記の「プライバシーポリシー」をご覧ください。なお、ホットラインに情報を

いただいた場合は、プライバシーポリシーに沿った個人情報の取扱いにご同意いただ

いたものとみなします。  

プライバシーポリシー 

第三者委員会は、個人情報の取扱いに関して本プライバシーポリシーを策定し、これを遵

守するとともに、個人情報を安全かつ適切に取り扱います。 

· 法令等の遵守 

第三者委員会は、個人情報を取り扱うにあたっては、個人情報の保護に関する法律そ

の他の関係法令、ガイドライン及び本プライバシーポリシーを遵守します。 

· 個人情報の取得 

第三者委員会は、適正かつ公正な手段により個人情報を取得するものとし、法令によ

り例外として扱うことが認められている場合を除き、ご本人に対して、利用目的をあ

らかじめ明示若しくは公表し、又は取得後速やかに通知若しくは公表します。第三者

委員会が取得する個人情報の範囲は、あらかじめ定める利用目的を達成するために必

要な限度を超えないものとします。第三者委員会は、要配慮個人情報を取得する場合

は、法令により例外として扱うことが認められている場合を除き、あらかじめご本人

の同意を得るものとします。 

· 個人情報の利用 

第三者委員会は、法令により例外として扱うことが認められている場合を除き、あら

かじめ定める利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を利用します。 



· 個人情報の開示・提供  

第三者委員会は、法令により例外として扱うことが認められている場合を除き、ご本

人の同意なく、第三者に個人情報を開示・提供しません。 

· 個人情報の管理・保護  

第三者委員会は、第三者委員会が取得し、又は取得しようとしている個人情報につい

て、漏えい、滅失又は毀損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置

を講じます。また、個人情報を取り扱う委託先に対して、必要かつ適切な監督を行い

ます。 第三者委員会は、個人情報の利用目的が達成された場合で、かつ法令において

定められている保存期間を経過した場合は、速やかに個人情報を廃棄・消去します。  

· 個人情報の開示・訂正等  

第三者委員会は、個人情報につきご本人等からの開示・訂正等を求められた場合に

は、法令の規定に従い対応します。 

 

問合せ先  

鈴木・久保田法律事務所 弁護士 鈴木智洋 toshin_hotline@sk-partners.jp 


